
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                               

一 

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                           

一 

○
福
島
県
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

　る
規
則                                                                     

二 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
遊
泳
者
及
び
プ
レ
ジ
ャ
ー
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
事
故
防
止
等
に
関
す
る
条
例
施 

　行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                                 

二 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
五
号 

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
に
係
る
届
出
方
法
） 

第
二
条

　法
第
十
四
条
、
法
第
十
四
条
の
二
及
び
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
に
係
る
届
出
方
法
） 

第
三
条

　法
第
十
五
条
第
二
項
、
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
老
人
ホ
ー
ム
事
業
に
係
る
届
出
方
法
等
） 

第
四
条

　法
第
十
五
条
第
三
項
、
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
及
び
申
請

書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
と
す
る
。 

第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
改
善
命
令
に
係
る
措
置
結
果
の
報
告
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
措

置
結
果
報
告
書
（
様
式
第
十
三
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
届
出
方
法
等
） 

第
六
条

　社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
経
営
の
届
出
、
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

に
係
る
変
更
の
届
出
及
び
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
廃
止
の
届
出
並
び

に
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
経
営
の
許
可
の
申
請
及
び
同

法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
届
出
書
及
び
申
請
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
事
業
に
係
る
届
出
方
法
） 

第
七
条

　社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
開
始
の
届

出
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
変
更
又
は
廃
止
の
届
出
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。 

第
十
六
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
届
出
方
法
） 

第
九
条

　法
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
届
出
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
を
削
る
。 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
四
号
ま
で
を
削
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ

れ
て
い
る
届
及
び
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ

き
提
出
さ
れ
た
届
及
び
申
請
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
六
号 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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令和 8 年 3月17日　火曜日 福 島 県 報 号外第21号1



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
□
莱
団
地
の
項
中
「
二
十
二
号
棟
か
ら
二
十
四
号
棟
ま
で
」
を
「
二

十
二
号
棟
の
二
号
室
、
七
号
室
、
九
号
室
か
ら
十
三
号
室
ま
で
、
十
五
号
室
か
ら
二
十
六
号
室
ま
で
及

び
二
十
八
号
室
か
ら
三
十
号
室
ま
で
、
二
十
三
号
棟
の
一
号
室
か
ら
十
号
室
ま
で
、
十
二
号
室
、
十
三

号
室
、
十
七
号
室
及
び
十
九
号
室
、
二
十
四
号
棟
の
五
号
室
、
七
号
室
、
八
号
室
、
十
号
室
、
十
三
号

室
、
十
五
号
室
、
十
六
号
室
及
び
十
八
号
室
か
ら
二
十
号
室
ま
で
」
に
改
め
、
「
二
十
七
号
室
及
び
三

十
号
室
」
の
下
に
「
、
二
十
二
号
棟
の
一
号
室
、
三
号
室
か
ら
六
号
室
ま
で
、
八
号
室
、
十
四
号
室
及

び
二
十
七
号
室
、
二
十
三
号
棟
の
十
一
号
室
、
十
四
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
、
十
八
号
室
及
び
二
十

号
室
、
二
十
四
号
棟
の
一
号
室
か
ら
四
号
室
ま
で
、
六
号
室
、
九
号
室
、
十
一
号
室
、
十
二
号
室
、
十

四
号
室
及
び
十
七
号
室
」
を
加
え
、
福
島
県
営
柴
宮
団
地
の
項
中
「
三
十
三
号
室
、
三
十
四
号
室
か
ら

三
十
六
号
室
ま
で
」
を
「
三
十
三
号
室
か
ら
三
十
六
号
室
ま
で
」
に
改
め
、
福
島
県
営
錦
町
団
地
の
項

中
「
一
号
室
、
二
号
室
、
五
号
室
及
び
九
号
室
か
ら
十
六
号
室
ま
で
、
三
号
棟
」
を
「
十
号
室
及
び
十

五
号
室
、
三
号
棟
の
一
号
室
、
三
号
室
、
六
号
室
、
七
号
室
、
九
号
室
、
十
号
室
、
十
二
号
室
、
十
三

号
室
、
十
五
号
室
、
十
七
号
室
及
び
十
八
号
室
」
に
、
「
三
号
室
、
四
号
室
及
び
六
号
室
か
ら
八
号
室

ま
で
」
を
「
一
号
室
か
ら
九
号
室
ま
で
、
十
一
号
室
か
ら
十
四
号
室
ま
で
及
び
十
六
号
室
、
三
号
棟
の

二
号
室
、
四
号
室
、
五
号
室
、
八
号
室
、
十
一
号
室
、
十
四
号
室
及
び
十
六
号
室
」
に
改
め
、
福
島
県

営
江
畑
団
地
の
項
中
「
〇
・
七
〇
」
を
「
〇
・
七
一
」
に
改
め
、
福
島
県
営
勿
来
酒
井
団
地
の
項
中

「
〇
・
八
八
」
を
「
〇
・
八
七
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
中
「
〇
・
八
九
〇
八
」
を
「
〇
・
八
八
六
九
」
に
、
「
〇
・
八
九
四
七
」
を
「
〇
・
八
九

〇
八
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
住
宅
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
七
号 

福
島
県
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
平
成
十
三
年
福
島
県
規
則
第
八
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
福
島
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
中
「
登
録
簿
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
登
録
簿
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
指
導
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
公
安
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 

                                       

  遊 泳 者 及 び プ レ ジ ャ ー モ ー タ ー ボ ー ト の 事 故 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改
正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 17 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一    

福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号  
遊 泳 者 及 び プ レ ジ ャ ー モ ー タ ー ボ ー ト の 事 故 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則
の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

  遊 泳 者 及 び プ レ ジ ャ ー モ ー タ ー ボ ー ト の 事 故 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ４ 年
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ７ 号 ） の 一 部 を 、 次 の よ う に 改 正 す る 。  
  第 ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  
  （ 標 識 の 種 類 等 ）  
第 ５ 条   条 例 第 ８ 条 第 ３ 項 の 標 識 の 種 類 及 び 様 式 は 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

一   浮 標  
ア   浮 玉   別 記 様 式 第 １ 号  
イ   浮 子   別 記 様 式 第 ２ 号  

二   立 標  
ア   表 示 板   別 記 様 式 第 ３ 号  
イ   補 助 板   別 記 様 式 第 ４ 号  

２   前 項 第 二 号 ア の 表 示 板 及 び 同 号 イ の 補 助 板 は 、 水 面 上 に 設 置 す る も の と す る 。  
第 12 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。  

  （ 委 任 ）  
第 13条   こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 福 島 県 警 察 本 部 長 が 定 め る 。  

別 表 を 削 る 。  
附 則 の 次 に 次 の ４ 様 式 を 加 え る 。

令和 8 年 3月17日　火曜日 福 島 県 報 号外第21号 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

別記様式第１号

形状及び寸法

色彩は赤色とする。

＊

＊：20㎝～30㎝

別記様式第２号

形状及び寸法

色彩は赤色とする。

＊２
＊３

＊１

＊１：20㎝～30㎝

＊２：10㎝～30㎝

＊３：３㎝～５㎝

別記様式第３号

形状及び寸法

色彩は赤色（文字は白色）とする。

＊

＊：30㎝～40㎝

遊泳区域

令和 8 年 3月17日　火曜日 福 島 県 報 号外第21号3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      附   則  
  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
                                                                （ 地 域 企 画 課 ）  
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別記様式第４号

形状及び寸法

色彩は赤色（文字は白色）とする。

＊２

＊１

＊１：30㎝～40㎝
＊２：10㎝～20㎝

（期 間）
福島県公安委員会
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